
 
重 要 
送電線データ（縮尺 25000 レベル・全国）（以下、「本製品」という。）をご使用になる前に必ず以下の「送電線データ（縮尺 25000 レベル・全国）製品

使用規定」（以下「本規定」という。）をお読みください。本規定は、お客様と、日本スーパーマップ株式会社（以下、「日本スーパーマップ」という。）の

本製品の使用許諾条件を定めたものです。本製品の使用を開始した時点で本規定にご同意いただいたものとみなします。 
 

送電線データ（縮尺 25000 レベル・全国） 製品使用規定 
 
第１条（総則） 
1. お客様は、本製品（データ製品。これらの関連資料、文書など、形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製物、出力物（紙媒体に印刷出

力された地図データを含む。以下同じ。）および更新版も含まれる。以下同じ。）を使用（インストールその他一切の利用を意味する。以下同じ。）す
るにあたり、本規定の定める条件に従うものとします。但し、お客様と日本スーパーマップとの間で、本製品の使用に関し書面による契約が別途締

結されている場合または今後締結された場合、お客様は、当該契約に定める条件に従うものとします。 
2. お客様は、本規定に定める範囲を超えて本製品を使用する場合には、別途日本スーパーマップが指定する使用許諾契約を締結するものとしま
す。 
3. お客様は、日本スーパーマップから本製品について正当に送電線データ（縮尺 25000 レベル・全国）製品ライセンス証書（以下、「ライセンス証

書」という）の交付を受けた場合のみ、本製品を使用できるものとします。 
第２条（使用許諾） 
1. 日本スーパーマップは、本規定に同意されたお客様に対して、本規定で許容される範囲内において、本製品を使用（ハードウェアへのダウンロ

ード、インストール、実行、画面出力等を行うことをいう。以下同じ。）することを許諾します。 
2. お客様は、本製品を、ライセンス証書に記載されたライセンス数を超えない台数のハードウェアでのみ、ライセンス証書及び本製品の関連ドキュ

メント（取扱説明書その他本製品の機能・技術仕様等を記載したドキュメントをいい、本製品自体に電子的に記録され表示されるものを含む。）の記

載に従い、非独占的に使用することができます。 
3. お客様は、本製品を、前項の定めに従い本製品を使用することを許諾されたハードウェアの設置された組織の内部使用に限り、当該組織内に

おける内部資料として、紙媒体に印刷出力して使用できるものとします。 
第３条（遵守事項） 
1. お客様は、本規定上のお客様の法的地位又は本製品の全部又は一部を、有償無償及び方法の如何を問わず、第三者に譲渡、貸与、使用許

諾またはその他の方法で利用権限を設定することはできません。また、お客様は、ライセンス証書を、有償無償及び方法の如何を問わず、第三者

に譲渡、貸与することはできません。 
2. お客様は、本製品について、方法の如何を問わず、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解析、又は技術的制限の解除等

することはできません。 
3. お客様は、本製品の出力物を、前条第３項の組織に所属する者（正社員のほか、アルバイト、パート、派遣社員、業務委託先を含む。）以外の者
に利用させてはならず、かつ、方法の如何を問わず、製本、冊子、ファイリング等の束ねた形態で使用してはならないものとします。 
4. お客様は、日本スーパーマップから要請があった場合には、その時点における本製品の実際の使用状況（本製品を使用できるハードウェア、そ

の設置場所など）を報告するものとします。 
5. お客様は、ライセンス証書を保管し、日本スーパーマップから要請があった場合、直ちに日本スーパーマップに提示するものとします。 
6. お客様が本規定に定める条件に違反した場合、契約違反の他、著作権法違反、不法行為その他法令違反として刑事上又は民事上の責任を

追及されることがあります。 
第４条（著作権等の帰属） 
1. 本製品及びその記録媒体の所有権、著作権、著作者人格権、商標権、特許権及びその他の知的財産権（出願に関する権利を含みます）は、

日本スーパーマップ及び日本スーパーマップにその使用を許諾した者に帰属します。 
2. 本製品は、お客様に対し使用許諾されたものであって、使用許諾の範囲を超えてお客様に知的財産権を付与、貸与又は譲渡等するものでは

ありません。 
第５条（日本スーパーマップの責任） 
1. 本製品の記録媒体に納入時から物理的瑕疵があった場合、お客様が本製品納品後３ヶ月以内に日本スーパーマップにそのことを通知した場

合に限り、日本スーパーマップは、本製品の補修、交換、問題回避方法の提供、関連ドキュメントの改訂を行うものとします。ただし、日本スーパー

マップは、加工された本製品に関しては何らの責任も負わないものとします。 
2. 日本スーパーマップは、本製品がお客様の使用されるソフトウェア又はハードウェアにおいて正しく動作すること、及びお客様の特定の使用目的

に適合し、かつ正しく稼働することを保証するものではありません。 
3. 日本スーパーマップは、本製品内のデータが最新、正確又は完全であることや、お客様の特定の使用目的や要求を満たすことを保証するもの
ではありません。日本スーパーマップは、これにより生じた問題、損失・損害については責任を負わないものとします。 
4. 前三項の場合を除き、本製品に関して日本スーパーマップがお客様に負うことのある損害賠償責任は、お客様が直接蒙った現実かつ通常の損

害（事業利益の損失、事業の中断、もしくは事業情報の損失に起因又は派生する損害は含まない。）の賠償に限られ、お客様が本製品購入の対価
として支払った金額を限度とします。 
5. 本条は、お客様が本製品に関して日本スーパーマップに対して追及できる全ての責任を規定したものであり、お客様は日本スーパーマップに対

して本条に規定なき方法又は内容の責任（瑕疵担保責任及び不法行為責任を含むがこれらに限られない。）追及を行うことはできないものとしま
す。 
第６条（使用権の失効） 
1．お客様が本規定のいずれかの条項に違反した場合には、お客様は直ちに本製品の使用権を失い、自己の責任及び費用負担において、本製
品のすべてを日本スーパーマップの要求に従い、返却、廃棄又は消去するものとします。なお、日本スーパーマップが廃棄又は消去の措置を選択

した場合には、お客様は当該措置の完了後、遅滞なく、当該措置が完了したことを誓約する証明書を日本スーパーマップに提出するものとします。 
第７条（機密保持） 
1. お客様は、本製品の使用を通じて知り得た本製品に関する全ての関連知識（アイデア、コンセプト及びノウハウを含む）を秘密に保持するものと

し、第三者に対して一切これを開示又は漏洩してはならないものとします。 
2. 前項の規定は、本規定の有効期間中はもちろん、本規定が終了した後もその効力を有します。 
第８条（合意管轄） 
1. 本規定に定めのない事項または本規定に関して疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従って協議のうえ解決するものとします。 
2. 本規定に関して万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。 
（以下、余白） 


